
生徒保険（Student Insurance）について

Q　これはどんな保険ですか？

三育では、登校から下校までの学校の時間中に、学校の敷地内で起きたケガや事故に備えて、生

徒保険に加入していただいています。この保険は、各ご家庭で加入されている医療保険だけでは

カバーできなかった医療費を補う、「補助的な保険（セカンダリーインシュランス）」です。

 ※現地校・家庭・課外活動など、学校外で起きたことは対象外です。

Q　どういうときに使えますか？

たとえば、お子さんが学校でケガをして病院に行った場合、まずは、ご家庭の医療保険を使って

治療費を精算します。その際、保険でカバーしきれなかった自己負担分がある場合、生徒保険が

その一部または全額を補います。

Q　利用するときの手続きは？

ステップ①：医療機関に行く前に必ず学校事務にお声がけください。生徒保険申請に必要な書類

　　　　　　をお渡しします。

ステップ②：医療機関では、初診の受付時に家庭の保険証と一緒にその書類を提出し、

　　　　　　「これはセカンダリーインシュランスです（This is
a
secondary
insurance）」と

　　　　　　お伝えください。

Q　保険料について

保険料は、毎年4月の初めに一括で、もしくは転入のタイミングで、月納金に含めるかたちでお

支払いいただきます。

《補足》

ご家庭の医療保険で全額カバーされた場合は、生徒保険は使用されません。

自己負担が出たときのみ、その金額を補う形で使われます。
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